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宜しくお願い致します　　　　　　　　　　　　

■公民館  社会教育指導員　
　5月より社会教育指導員として勤務しています、元永あけみです。
公民館事業を身近に感じていただけますよう、皆さんと共に学んでいきたいと思
います。
　※小石原公民館の事務室は、小石原庁舎執務室フロアー（住民福祉課左側）　
　　に移転しました。
　 元永  あけみさん▲

３日間晴天に恵まれました　　　　

■春の民陶むら祭り

東峰中学校だより　　　　　　　　　　

■朝倉市郡陸上大会
　５月25日（土）小郡市運動公園陸上競技場において、朝倉市郡陸上大会が行われました。結果は女子団体
の部が総合３位、個人の結果は下記のとおりです。３位までの入賞者は６月21日（金）に久留米陸上競技場で
行われる筑後地区陸上大会に出場します。目標に向かって、練習頑張って下さい。
【優勝者】

共通女子100m ﾊｰﾄ゙ ﾙ ◎15"82 城　礼美さん

共通女子走幅跳 　4m89  城　礼美さん

【6位入賞】

1年女子800m 2'51"06 熊谷　真由さん

【３位入賞者】

共通女子200m 　30"34 片岡　珠子さん

共通女子1500m 5'12 "63 森山　未結さん

共通女子100m ﾊｰﾄ゙ ﾙ ◎16"27 瀬　博予さん

　５月３・４・５日の３日間、春の民陶むら祭りが行われ
ました。これに先立ち、２日（木）に皿山地区の小石原工
芸館で道祖神祭、小石原焼伝統産業会館で「第30回小
石原焼伝統的工芸品展表彰式」が行われました。
　今年は晴天に恵まれ、小石原焼伝統産業会館では無
料の絵付け体験や飛び鉋体験では子ども達も大喜びの様
子で、伝統工芸士の実演では大勢の方が周りを囲んで熱
心に見学していました。道の駅付近では車の出入りも多く、
大勢の観光客で賑わった３日間でした。
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【４位入賞】

女子低学年 80m ﾊｰﾄ゙ ﾙ 15"12 熊谷　真由さん

【５位入賞】
共通男子3000m 10'12"35 熊谷　奨さん

【２位入賞者】

3 年女子800m 　 2'26"09 森山　未結さん

１年男子1500m  4'57"48 熊谷　奨さん

共通女子走幅跳 4m89 瀬　博予さん

共通400mリレー 55"19

※６位までが入賞者です。◎は大会新記録。
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お問い合わせは
東峰村役場（宝珠山庁舎）　総務課　（電話：72‐2311）まで　

◆平成 24年度 の情報開示・個人情報保護制度運用状況について

■公文書開示請求の状況

　東峰村情報公開条例第５条の規定に基づく開示請求の状況は次表のとおりです。

　平成２４年度公文書開示請求の運用状況

件　数
開示・非開示等の決定状況

うち不服申立件数
全部開示 部分開示 非開示 不存在 その他

5 5 0 0 0 　0 0

■実施機関別運用状況

　実施機関別の開示請求及び開示申立の状況は次表のとおりです。

実施機関 件　数
開示・非開示等の決定状況

うち不服申立件数
全部開示 部分開示 非開示 不存在 その他

村　長 5 5 0 0 0 0 0
教育委員会 0 0 0 0 0 0 0
選挙管理委員会 0 0 0 0 0 0 0
監査委員会 0 0 0 0 0 0 0
農業委員会 0 0 0 0 0 0 0
固定資産評価審査委員会 0 0 0 0 0 0 0
議　会 0 0 0 0 0 0 0
※実施機関の村長とは、総務課、企画振興課、農林建設課、住民福祉課、出納室を指します。

■個人情報開示請求の状況    

　東峰村個人情報条例第17条の規定に基づく開示請求は、平成 24年度はありませんでした。

総務課

お問い合わせは　　 　　　　　　　　　　　　　  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東峰村教育委員会（電話：72‐2301）まで

◆私立幼稚園就園奨励費補助事業のお知らせ　 

　東峰村では、私立幼稚園に３歳児～５歳児（4月 1日現在）を通園させている世帯へ、経済的負担を
軽減するため、所得に応じて入園料・保育料を減免する就園奨励費補助事業を行います。この制度は各
幼稚園が入園料・保育料を減免した分について、東峰村から各幼稚園に対して補助金を交付するものです。

●対象となる範囲
　　東峰村に住民票があり，私立幼稚園に 4月 1日現在で３歳・4歳・5歳児を通園させている世帯。

　( 例１) 所得課税額　77,100 円以下の世帯の補助年度額
　　　　　　　　　　　　　　･･･第 1子　115,200 円、第 2子　211,000 円
　( 例２) 所得課税額　77,101 円以上 211,200 円以下の世帯の補助年度額
　　　　　　　　　　　　　　･･･第 1子　62,200 円、第 2子　185,000 円

●手続き
　各幼稚園に調書を提出してください。
　詳しくは、東峰村教育委員会にお尋ねください。

教育委員会

古くなった油がにごって臭いがするときは、じゃが芋の皮を熱した油で素揚げすると皮が汚れや臭いを吸収します。
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魚を調理した後の生臭いまな板は、お湯で洗うと逆効果。塩を振りかけ、スポンジでこすって水洗いします。

お問い合わせは
東峰村役場（宝珠山庁舎）　総務課　（電話：72‐2311）まで　

◆平成 24年度 　東峰村「生き・活き基金事業」実績報告

事業名（研修先） 研修の内容
交付額
（事業費）

申請者（参加者数）

日本きのこ学会
第 16 回大会

日本きのこ学会に参加。「広葉樹伐根を利用
したきのこ栽培」「小中学生による自生きの
こについてのプレゼンテーション」など研究
発表や知識交換・情報提供が行われた。

20 ,000 円 川村  倫子さん

福岡農業関係者
モンゴル訪問団

モンゴルの食用きのこ類についての調査研究
（人工栽培が可能なきのこなど）。日本から寄
付されたトラクターの点検、修理。草刈機の
点検指導などのボランティアを行う。

160,000 円
川村  卓三  氏
（２名）

第 10 回ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ
あさくら（沖縄県）

朝倉市・郡の青少年が集い、自然体験や団体
活動を通じて、お互いの友情と連携を深め地
域のｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰ育成研修に参加。

182,000 円
参加児童保護者
代表　小野  直利 氏
（５人）

関西視察研修～現
代と昔の焼き物に
触れる～

兵庫陶芸美術館、楽美術館、河井寛次郎記念
館、東洋陶磁美術館、日本工芸館の見学。また、
丹波焼の窯元を訪ね、参考となるデザインや
作品を鑑賞することができた。

329,000 円

小石原焼陶器協同組合
青年部　
部長　鬼丸  祐輔 氏
（11 人）

土谷棚田視察研修

長崎県松浦市福島町「土屋（どや）棚田」へ
視察。棚田火祭りを行っている町づくり会の
会長に問題点や改善点、灯りの作り方やろう
そくの種類等説明を受けることができた。

72,000 円
竹棚田景観保全委員会
代表　梶原  光春 氏
（30 人）

宮城県大地の鼓響
宮城県加美町で実施されたコンサートにあさ
くら讃歌合唱団の一員として参加。あさくら
讃歌を歌い、東峰村の PRを行った。

101,000 円
熊谷  みな子さん
（３人）

◆◆ 生き活き基金事業とは ◆◆
　この事業は本村の振興・活性化を図るため、産業、経済、文化教育、福祉等各分野の指導者・後継者の育成・
もの造り研究開発のための起業者支援を行なうとともに、村民一人一人が健康で明るい生涯を自分自身に贈
るための学習を推進するため、その事業経費の一部を助成するものです。

問）誰でも申請できますか？
　答：産業、経済、文化、教育、福祉、観光等に貢献する意志のある個人及び団体（基本的に村内に住所
　　   を有する者）となっています。

問）助成額は？
　答：選考委員会で審査し事業費を決定します。その決定事業費の70％以内で助成額の上限は500 千円（海
　　  外研修については、1人 200 千円を上限）です。

問）申請書は？
　答：両庁舎で配布していますので、職員にお尋ねください。

問）申請書（実施計画書）の提出は？
　答：申請書に必要事項を記入し資料 ( 見積書等 )を添えて提出ください。申請書の受付は、四半期ごとに
　　  締め切り、事業実施予定月に該当する四半期前の四半期末までに総務課へ提出下さい。第 4四半期     
　　   においては、新年度の第１四半期に事業実施予定の申請書類について受け付けます。
    ①第１四半期（４～６月）②第２四半期（７～９月）③第３四半期（10 ～12月）④第４四半期（１～３月）
 　    （例）10月中に視察研修事業を予定している場合は、9月末までに申請書を提出下さい。
◆研修内容の発表
　　助成を受けた個人及び団体は、村及び村内の団体等が主催する大会又は研修会等での発表を依頼する
　ことがあります。

総務課
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お問い合わせは
　　　　　　　　　　　　　　　　　東峰村役場　宝珠山庁舎　農林建設課　（電話：72‐2313）まで　

◆～福岡県荒廃森林再生事業～　について　

スギ・ヒノキ林を長期間手入れ出来ず、お困りの森林所有者の方へ

　福岡県では、長期間放置され荒廃したスギ・ヒノキ林を手入れし、健全な状態で次世代へ引き継ぐため、
森林環境税を活用して、市町村が事業主体となって、間伐などを行う荒廃森林再生事業に取り組んでい
ます。間伐は健全な森林を育てる大切な作業です。緑豊かな森林を次世代に引き継ぐため、今こそ間伐
を行いましょう。

■荒廃森林再生事業による森林の整備（間伐）

対象森林
・

事業要件

・概ね15年以上手入れがされていないスギやヒノキ林
・１施行地の面積が 0.1ha 以上
・市町村と森林所有者との間で事業実施に関する協定の締結

整備費用
・森林所有者の負担はありません（市町村が全額負担）。
・事業の実施に必要な作業路も森林所有者の負担なしで開設できます。

■事業実施までの手順
　

　※間伐等の工事や調査は市町村から請け負った森林組合等の事業体が行います。

■お問合せ先
　詳しくは森林の所在する市町村役場、または福岡県の各農林事務所まで
　　（朝倉農林事務所　林業振興課　普及係　電話：22‐6585）

農林建設課

市町村による
現地調査・確認

間伐等の工事の実施
市町村と森林所有者に
よる協定の締結⇒ ⇒

      

           

    
     
   

キッチンマットの下に新聞紙をひくと、保温・除湿効果があります。洗面所やお風呂のマットの下にもお勧めです。
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キッチン周りの容器は油汚れでべとべとしがち。少量の重曹をつけ、塗らした雑巾でこするときれいに落ちます。

お問い合わせは　　 　　　　　　　　　　　　　   
東峰村役場　宝珠山庁舎　農林建設課　（電話：72‐2313）まで

◆平成 25年度　狩猟免許試験・狩猟者講習会のお知らせ 

　平成 25年度狩猟者講習会（更新者）　　
講習会日 申込期限 試　　験　　会　　場

所管農林
月 日 曜 月 日 曜 所　　在　　地 会　場　名

６ 27 木 ６ 17 月 福岡市博多区吉塚本町 13‐50 吉塚合同庁舎 福　岡
７ ３ 水 ６ 24 月 朝倉市甘木 198‐1 ピーポート甘木 朝　倉
　　 ■手数料：１件につき 2,800 円、２種類以上の試験を受ける場合は、１種毎に 2,800 円の追加。

　　　　　　　　（詳細については、下記へお尋ねください。）
　　 ■問合せ先：朝倉農林事務所（農山村振興課）電話：22‐5342

　平成 25年度狩猟免許（網猟、わな猟、第一種銃猟、第二種銃猟）試験
試験実施日 申込期限 試　　験　　会　　場

所管農林
月 日 曜 月 日 曜 所　　在　　地 会　場　名

７ 31 水 ７ 22 月 朝倉市甘木 2014‐1 福岡県朝倉総合庁舎 朝　倉
１ 19 日 １ ９ 木 福岡市中央区赤坂 1‐8‐8 福岡県福岡西総合庁舎 福　岡
　■手数料：①試験受験者は１件につき 5,200 円、２種類以上受験の場合は１種ごとに 5,200 円の追加。
　　　　　  ②試験一部免除者は１件につき 3,900 円
　■受験資格、受験申込、手数料に対する問合せは、朝倉農林事務所　農山村振興課
　　電話：22‐5342 へお願いします。

　※東峰村では、新規・更新を問わず、狩猟免許試験費用・狩猟者登録費用・ハンター保険料・猟友会
　会費等の全額助成を行います。詳しくは、下記までご連絡下さい。

農林建設課

お問い合わせは　　　　　　　　　　　　　
　　東峰村役場　小石原庁舎　住民福祉課（電話：74‐2311）まで　

◆子どもの人権 110番強化週間 

　６月24日（月）～６月30日（日）までの１週間、「子どもの人権110 番強化週間」として、「いじめ」や体罰、
不登校や子どもの虐待など、子どもに関する人権問題のご相談を受け付ける相談電話を設置します。

　■日時：６月24日（月）～　６月28日（金）　8:30 ～19:00
　　　　   ６月29日（土）及び   ６月30日（日）10:00 ～17:00
　■電話：0120‐007‐110
　　　　　（ＩＰ電話からは、092‐852‐4536 へお電話ください。）
　法務局職員と人権擁護委員が無料で相談に応じます。秘密は厳守されますので、ひとりで悩まず、ぜひお
気軽にお電話ください。　
　「子どもの人権110 番」では、強化週間以外でも子どもの人権に関するご相談を、土日祝日を除く毎日8:30

　～17:15まで（時間外及び土日祝日は留守番電話対応）受け付けています。
　■電話：0120‐007‐110（フリーダイヤル）　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡法務局・福岡県人権擁護委員連合会　

住民福祉課
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フローリングの水拭き時に、米のとぎ汁を使うと、ワックスなしでもつるつるになります。

前月比

人口 2,434 ‐7 人口 88,903  -15
男 1,109 ‐5 男 41,952      1 
女 1,325 ‐2 女 46,951 ‐16

世帯数   916 ‐1 世帯数 31,911    50

お問い合わせは　　　　　　　　　　　　　
　　東峰村役場　宝珠山庁舎　住民福祉課（電話：72‐2311）まで　

◆皆さんの力になります。民生委員児童委員

　５月12日は民生委員・児童委員の日でした。
　民生委員・児童委員は、民生委員法ならびに児童福祉法により設置が定められ、民生委員は児童委員を
兼ねています。また、児童福祉を専門に担当する主任児童委員も設置されています。民生委員・児童委員は、
地域に住む福祉の相談員として、厚生労働大臣より委嘱され、村民の皆様の生活をサポートするボランテイア
として、皆さんの力となるべく様々な活動を行っています。
　主任児童委員は、児童委員との連絡・調整及び援助協力などを行い、児童及び保護者等の相談や調査、
援助活動等を専門的に担当しています。
　東峰村の民生委員は12名で活動していますので、生活上の心配ごとの相談や、福祉サービスを利用するた
めのお手伝いなど、困ったことがあればいつでもお気軽にご相談ください。また、児童虐待の防止や不登校・
ひきこもりといった課題にも積極的に対応しています。

　※下記の写真は５月14日、東峰学園の子どもたちに啓発の品物配布の様子です。

住民福祉課

お問い合わせは　　 　　　　　　　　　　　　　  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東峰村教育委員会（電話：72‐2301）まで

◆教育委員会評価の公表について 

　教育委員会では「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、毎年、教育委員会の権限に
属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果を公表しています。公表は閲
覧によって行なっていますので、希望される方は、教育委員会までお越しください。

教育委員会


